
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
す
る
連

載
の
最
終
回
は
、
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
開
始
前
に
活
用
さ
れ
て
い
た

個
人
事
業
主
の
法
人
成
り
を
利
用
し

た
消
費
税
節
税
ス
キ
ー
ム
が
基
本
的

に
使
え
な
く
な
る
こ
と
、
お
よ
び
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始
後
で
も
例
外
的

に
節
税
ス
キ
ー
ム
を
適
用
で
き
る
ケ

ー
ス
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

　

消
費
税
は
、
消
費
者
が
モ
ノ
や
サ

ー
ビ
ス
を
購
入
し
た
と
き
に
負
担
す

る
税
金
で
す
が
、
直
接
消
費
者
が
国

に
納
税
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
事
業
者
が
「
預
か
っ
た
消
費

税
」
か
ら
「
支
払
っ
た
消
費
税
」
を

差
し
引
い
た
残
額
に
よ
り
納
税
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
売
上
高
が
１
０
０
０
万

円
以
下
な
ど
一
定
の
事
業
者
に
対
し

て
は
、
消
費
税
計
算
の
事
務
負
担
を

考
慮
し
、
免
税
事
業
者
制
度
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
（
図
表
１
）。

法
人
成
り
を
活
用
し
た 

節
税
ス
キ
ー
ム

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
前
に
は
、

消
費
税
の
免
税
事
業
者
制
度
を
活
用

し
て
、
４
年
間
の
消
費
税
免
税
期
間

を
享
受
す
る
ス
キ
ー
ム
が
よ
く
知
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　

基
準
期
間
（
個
人
事
業
者
で
あ
れ

ば
前
々
年
、
法
人
で
あ
れ
ば
前
々

期
）
の
課
税
売
上
高
が
１
０
０
０
万

円
以
下
で
あ
れ
ば
、
消
費
税
の
免
税

事
業
者
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
こ
で
創
業
時
に
は
、
ま
ず
個
人

事
業
者
と
し
て
事
業
を
開
始
し
ま

す
。
課
税
売
上
高
が
１
０
０
０
万
円

を
超
え
た
場
合
、
そ
の
年
の
翌
々
年

か
ら
課
税
事
業
者
と
な
る
の
で
、
そ

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
法
人
を
設
立
し
、

個
人
事
業
を
法
人
組
織
へ
と
形
態
の

変
更
を
行
い
ま
す
。

　

新
設
法
人
で
は
、
資
本
金
を
１
０

０
０
万
円
未
満
に
設
定
し
、
特
定
期

間
（
前
年
度
開
始
か
ら
６
ヵ
月
間
）

に
お
け
る
支
払
給
与
を
１
０
０
０
万

円
以
下
に
抑
え
る
な
ど
一
定
の
条
件

を
満
た
せ
ば
、
基
準
期
間
の
な
い
法

人
設
立
１
期
目
、
２
期
目
に
つ
い
て

は
消
費
税
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
ス
キ
ー
ム
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
個
人
事
業
で
開
業
し
、
法
人
で

消
費
税
課
税
事
業
者
に
な
る
ま
で
、

最
低
で
も
4
年
分
の
消
費
税
の
納
税

義
務
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
（
図
表
２
）。

免
税
事
業
者
の
イ
ン
ボ
イ
ス 

発
行
事
業
者
の
登
録

　

し
か
し
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導
入

さ
れ
た
令
和
５
年
10
月
以
降
、
消
費

税
の
免
税
事
業
者
は
イ
ン
ボ
イ
ス
を

キ
ー
ム
は
、
活
用
が
し
に
く
く
な
り

ま
し
た
。

最終回

税理士法人 SBL 代表社員／税理士
行政書士／ CFP®

八木 正宣

イ

2023年10月制度スタート！

インボイスインボイスのの情報提供情報提供
きっかけトークきっかけトーク

法
人
成
り
に
よ
る
消
費
税

節
税
ス
キ
ー
ム
に
関
す
る

注
意
点
を
ご
説
明
し
ま
す

2023年10月から開始予定のインボイス制度。本連載ではお客様への情報提
供の際に押さえておくべきポイントをきっかけトークとともに解説します。
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発
行
で
き
ず
、
買
い
手
事
業
者
に
お

い
て
仕
入
税
額
控
除
が
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
免
税
事
業
者
で
い
る

こ
と
に
よ
り
、
買
い
手
事
業
者
か
ら

取
引
を
敬
遠
さ
れ
た
り
、
取
引
金
額

を
下
げ
ら
れ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
免
税
事

業
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
イ
ン

ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録
を
行
う

ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
す
。
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
に
登
録
す
る
に

は
、
消
費
税
の
課
税
事
業
者
と
な
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
述
し
た

創
業
時
か
ら
消
費
税
の
免
税
事
業
者

で
あ
る
期
間
を
4
期
以
上
設
け
る
ス

キ
ー
ム
は
、
活
用
が
し
に
く
く
な
り

ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
美
容
院
や
学
習
塾
、
飲

食
店
な
ど
の
事
業
者
は
、
顧
客
で
あ

る
一
般
消
費
者
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
の

交
付
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
考
え
に

く
い
た
め
、
取
引
が
敬
遠
さ
れ
る
リ

ス
ク
も
少
な
く
、
従
来
通
り
消
費
税

の
免
税
期
間
を
設
け
る
ス
キ
ー
ム
は

有
効
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

取引先に
伝えたい
ポイント

  インボイス制度導入後は、個人事業者や法
人が新たに事業を始めたとしても、当初か
ら消費税の課税事業者になるケースが多く
なっている

  一般消費者が相手の BtoC の事業者につい
ては、買い手である消費者からインボイス
の交付を求められないので、引き続き消費
税節税スキームは有効である

図表１　消費税の課税判定フローチャート判定

図表２　法人成りを利用した消費税節税スキーム

基準期間における課税売上高が1,000万円超か？

特定期間における課税売上高及び支払給与が1,000
万円超か？

相続・合併・分割等があった場合の、「免除の特例」
に該当する

設立１期、２期の新設法人で、期首の資本金が1,000
万円以上か？

特定新規設立法人（売上5憶円超の会社の子会社等）
に該当するか？

「課税事業者選択届書」を提出しているか？

インボイス発行事業者の登録を受けているか？

免税事業者

課
税
事
業
者

NO YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

出所：筆者作成

法人成り

事業年度 1期目 2期目 3期目

個人事業者
課税売上高 1200万円 1400万円 0円
納税義務 免税 免税 課税

事業年度 1期目 2期目 3期目

法人
課税売上高 1600万円 1800万円 2000万円
納税義務 免税 免税 課税
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